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第 ２ 回 決 算 特 別 委 員 会 会 議 記 録 

 

日 時  令和元年９月１７日（火曜日）                  午前１０時 ２分 開議 

場 所  水戸市議会 第１・第２委員会室                 午後 ２時 ２分 散会 

──────────────────────── 

付託事件 

 一般会計及び特別会計決算に関する事項 

──────────────────────── 

１ 本日の会議に付した事件 

 (1) 認定第１号 平成３０年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定について 

２ 出席委員（１２名） 

  委 員 長   内  藤  丈  男  君   副 委 員 長   木  本  信 太 郎  君 

  委   員   萩  谷  慎  一  君   委   員   中  庭  次  男  君 

  委   員   綿  引     健  君   委   員   後  藤  通  子  君 

  委   員   森     正  慶  君   委   員   黒  木     勇  君 

  委   員   大  津  亮  一  君   委   員   栗  原  文  隆  君 

  委   員   袴  塚  孝  雄  君   委   員   福  島  辰  三  君 

３ 欠席委員（なし） 

４ 委員外議員出席者（２名） 

  議   長   安  藏     栄  君   議   員   田  口  米  蔵  君 

５ 説明のため出席した者の職，氏名 

副 市 長 田  尻     充  君 副 市 長 秋  葉  宗  志  君 

市長 公室長 武  田     秀  君 交通政策課長 須  藤  文  彦  君 

総 務 部 長 荒  井     宰  君 
総務部参事兼 
人 事 課 長 

天  野  純  一  君 

財産活用課長 谷  津  茂  男  君   

財 務 部 長 園  部  孝  雄  君 税務事務所長 小  川  喜  実  君 

財 政 課 長 梅  澤  正  樹  君 市民税課 長 安  里  裕  行  君 

資産 税課長 関  根     豊  君 収 税 課 長 佐 々 木  信  也  君 

市民協働部長 鈴  木  吉  昭  君 
市民協働 部 
副 部 長 

横 須 賀  好  洋  君 

市民 協働部 
技 監 

大  和  直  文  君 
防災・危 機 
管 理 課 長 

小  林  良  導  君 

新市 民会館 
整 備 課 長 

篠  原  芳  之  君 市 民 課 長 高  安  正  紀  君 
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生活環境部長 川  上  幸  一  君 
生活環境 部 
副 部 長 

佐  藤  則  行  君 

生活 環境部 
参 事 兼 
清掃事務所長 

齋  藤  利  光  君   

保健福祉部長
兼福 祉事務 
所 長 

大 曽 根  明  子  君 
保健福祉 部 
参 事 兼 
国保年金課長 

川  津  英  臣  君 

福祉 事務所 
参 事 兼 
子ど も課長 

柴  﨑  佳  子  君 生活福祉課長 櫻  井     学  君 

障害福祉課長 平  澤  健  一  君 高齢福祉課長 野  口  奈 津 子  君 

介護保険課長 荻  沼     学  君 
保健センター 
所 長 

小  林  か お り  君 

都市計画部長 高  橋     涼  君 
都市計画 部 
副 部 長 

川  﨑  洋  幸  君 

都市 計画部 
技 監 兼 
住宅政策課長 

木  村     勤  君 

都市計画 部 
技 監 兼 
泉町周辺地区 
開発事務所長 

加  藤  久  人  君 

公園緑地課長 上  田     航  君   

会計 管理者 
兼会 計課長 

小 田 木  義  弘  君   

消 防 長 小  泉  直  紀  君 消 防 次 長 石  川     隆  君 

救 急 課 長 石  田  宏  一  君   

教 育 長 本  多  清  峰  君 教 育 部 長 増  子  孝  伸  君 

教育 委員会 
事務局教育部 
参 事 兼 
幼児教育課長 

鈴  木     功  君 

教育委員 会 
事務局教育部 
参事兼放課後 
児 童 課 長 

菊  池  浩  康  君 

学校管理課長 鎮  目  英  俊  君   

６ 事務局職員出席者 

事 務 局 長 小  嶋  正  徳  君 
事 務 局次 長 
兼総務課 長 

関  谷     勇  君 

議 事 課 長 永  井  誠  一  君 議 事 係 長 綱  島  卓  也  君 

書 記 嘉  成  将  大  君 書 記 島  田  祐  輔  君 
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午前１０時 ２分 開議 

○内藤委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから第２回決算特別委員会を開会いたします。 

 この際，御報告いたします。本日一般傍聴人１名がお見えになりますので，よろしくお願いいたします。 

〔傍聴人入室〕 

○内藤委員長 この際，お諮りします。当委員会における着席の位置につきましては，現在御着席のとおり

とさせていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 それでは，着席の位置につきましては，現在のとおりとさせていただきます。 

 なお，委員会の出席説明員につきましては，前例に倣い，通告のあった担当部課長のみの出席とさせてい

ただきますので，御了承願います。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 さきの本会議において当委員会に付託されました案件は，議場で配付されました議案審査分担表(2)のと

おり，認定第１号であります。 

──────────────────────── 

今後の審査の日程等について 

○内藤委員長 それでは，審査の進め方についてお諮りします。 

 委員会の審査日程が３日間となっておりますので，本日と明日の２日間で４名の委員からの通告に基づく

質疑を行い，１９日に総括的な御意見を伺った後，採決を行ってまいりたいと思いますが，いかがでしょう

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 御異議なしと認め，そのようにさせていただきます。 

 それでは，通告に基づく質疑は，本日は黒木委員，森委員，中庭委員の３名に，明日は後藤委員の１名に

行っていただくこととしたいと思いますので，御了承願います。 

 なお，質疑時間につきましては，さきの委員会において，通告者１人当たりの持ち時間をおおむね１時間

とし，通告者の質疑の後に行います関連質疑の取り扱いにつきましては，全ての通告を通しまして，各委員

１人当たりの持ち時間をおおむね１０分間とすることで決定したところでありますので，よろしくお願いい

たします。 

 次に，発言通告につきましては，一覧として取りまとめ，また，事前に請求のありました決算審査に係る

追加資料につきましては，正副委員長で協議の上，お手元に配付させていただきましたので，御了承願いま

す。 

──────────────────────── 

認定第１号（平成３０年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定について） 

○内藤委員長 それでは，認定第１号を議題とします。 

 これより通告に基づく質疑を行います。 
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 なお，委員会運営の効率化を図るため，重複する質疑，質問等は極力避けていただきますとともに，質疑，

質問等に際しましては，決算書及び審査資料に基づき，記載箇所をお示しいただきながら行っていただきた

いと思います。 

 また，関連質疑につきましては，各委員の通告に基づく質疑終了後に行いますので，よろしくお願いいた

します。 

 なお，平成３０年度の決算に関係のない要望等の議論については，避けていただきますよう，よろしくお

願いいたします。 

 初めに，黒木委員から発言を願います。 

 黒木委員。 

○黒木委員 それでは，質問の通告に従いまして，順次質問をさせていただきます。 

 初めに，歳入，市税に関しまして，不納欠損額，収入未済額の総括ということで通告させていただきまし

た。また，資料もいただいております。この中で，税の公平性を期す観点から不納欠損に至らぬよう業務の

改善等をどのように行ってきたか，まずお伺いいたします。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの黒木委員の御質問についてお答えいたします。 

 不納欠損とならないための取り組みでございますが，まず執行停止と不納欠損額の関係につきまして，決

算特別委員会資料の３ページに市税の不納欠損状況についてという表がありまして，この中の不納欠損事由

で，左側の地方税法第１８条第１項の内訳としまして，うち執行停止によるもので，執行停止という欄がご

ざいます。この欄を含む右側の事由が地方税法に基づく滞納処分の執行停止によるもので，こちらにつきま

しては，しっかりとした財産調査による執行停止後に不納欠損となっているものでございまして，全体の不

納欠損額の約９２％を占めております。その部分以外につきましては，５年経過により消滅時効が到来して

不納欠損となったものでございます。 

 この部分の縮減を図るために，滞納初期の早い段階での整理の着手を基本に，滞納整理の入り口でもござ

います財産調査を徹底することで，納付資力を客観的に判断していくことが大切だと考えておりまして，こ

のような調査を踏まえて，引き続き滞納処分の強化に努めますとともに，今後につきましても，適正な不納

欠損の処理に努めてまいります。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 また，今，財産調査を初期段階から進めるという答弁がありましたけれども，まず職員の方々

の業務遂行に関する能力向上という部分が非常に重要であるかというふうに考えます。 

 茨城租税債権管理機構における研修等を行っていると思うんですが，この研修の平成３０年度の参加人

数，また，このほかどのような職員能力の向上について取り組まれているかお答えいただきたいと思いま

す。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの御質問についてでございますが，職員の業務能力の向上につきましては，新

規採用の職員や人事異動により税の徴収事務経験のない職員を対象としまして，４月と６月に課内研修を行
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いますとともに，茨城租税債権管理機構において実施されています徴収基礎研修にも積極的に参加をしてお

ります。また，そのほかの職員につきましても，管理機構におきまして実施されております１１種類の課題

別専門研修や市町村アカデミー自治大学校における税務専門課程の税務徴収コースでの職員の派遣なども

行っておりまして，合わせますと１７種類の研修に延べ６８名の職員が参加しており，税の公平性のさらな

る推進を図るため，徴収技術の向上や知識の習得に努めてございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 次にですね，茨城租税債権管理機構へ移管していく案件の基準について，少しお話いただきた

いと思います。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの黒木委員の質問についてお答えいたします。 

 茨城租税債権管理機構へ事案を移管する基準ということでございますが，大きく分けて３つございます。

まず１つ目が，高額となっている債務の事案でございます。２つ目に，滞納額が長期間となり累増している

事案，そして３つ目は，県内外を問わず広域的に対応しておりますので，それら広域的な財産調査などを必

要とします事案を勘案して移管しているところでございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 わかりました。不納欠損の状況でありますけれども，時効中断については，先ほどちょっと説

明がありました地方税法第１８条第１項で，納期限が来て２０日以内に督促状を送ると。また，そのことに

よって時効が中断し，また，財産差し押さえ強制執行手続をとると時効中断となるというふうに認識してお

りますけれども，この５年経過による時効消滅，その前に対処していく取り組みについて，どのような取り

組みを行っているかお伺いいたします。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの黒木委員の御質問でございますが，市税の場合，やはり納税者間の公平性を

確保しなければなりませんので，それに向けて早期の催告や納税相談により滞納初期の早い段階での事案整

理に努めてまいりました。また，これらの納税相談等にも応じないときには，できる限り財産調査を進めま

して，納付資力の有無をしっかりと確認しながら，財産の差し押さえや滞納処分の執行停止などの取り組み

を強化することで，収納率の向上と収入未済額の縮減を図ってきたところでございます。 

 また，不納欠損額につきましては，決算審査関係資料の８ページをお開きください。こちらに不納欠損額

年度別一覧表がございまして，この表の一番上が市税でございます。こちらは年度により増減がございまし

て，平成２６年度から平成３０年度までの５年間で２億１,０００万円から４億８,０００万円の間で変動し

てきております。これは，財産調査をした結果，どうしても納められないということが確認できた場合に，

滞納処分の執行を停止する措置を取っており，年度によりその件数や金額に増減があり，その他状況によっ

て不納欠損の金額も変動するものでございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 ありがとうございました。 

 続きまして，質問通告の２２款市債について，利率と償還終期期間について質問させていただきます。 
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 平成３０年度決算における一般会計の市債発行額，全体で２０５億３,１７０万円となっていました。借

入先や償還年限がさまざまでありますけれども，借入先や償還期限，これはどのように決定しているか，ま

ずお伺いいたします。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 それでは，提出資料の４ページをお開きください。 

 市債の利率と償還終期期間ということで資料を作成させていただいております。借入先ごとに発行日，償

還年数，利率，借入金額を記載しております。 

 まず，借入先の決定でございますが，主に財務省及び地方公共団体金融機構というのを公的資金としてお

ります。また，銀行の民間資金ということで，大きく分けますと２つの区分になります。市債の発行に当

たっては，県知事との協議の上，同意を得るという手続を行っておりますので，この中で，同意基準により

市債の目的ごとに選択できる借入先を決定しております。県との協議の中で，公的資金であるのか，民間資

金であるのかを決定した上で，その後の割り振りを行っているということでございます。 

 また，償還期間の決定については，公的機関につきましては，施設等の耐用年数を考慮して償還年数が借

入先から示されております。それにしたがって償還期間を決定しております。民間資金につきましては，金

利の状況や施設の耐用年数，これを考慮して本市が設定しているところであります。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 今の日銀のゼロ金利政策の中では，平成３０年度においては，非常に利率が低く抑えられてい

る資料を見させていただきました。また，この市債の利率，将来の公債費負担に大きな影響を及ぼすもので

ありますので，可能な限り低く抑える必要があると思います。発行に当たりまして，どのような努力をされ

ているかお伺いいたします。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 まず，公的資金につきましては，償還年数をもとに利率が決められておりますので，そち

らを選択しております。そして，現在のところ，民間資金よりも公的資金のほうが，利率が低利でございま

すので，公的資金を優先して設定しております。また，民間資金につきましては，市内の銀行の利率選定を

行いまして，条件の一番よいところから借り入れを行うということで利率の低減を図っております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 平成３０年度決算審査関係資料の５ページに市債の会計別・借入先別の状況が資料として出て

おりますけれども，この上段のところにあります，例えば一般会計の財務省関東財務局は，平成４年度から

借りていて，平成３０年度までとなっておりますけれども，ここで４.６５％と非常に高い利率のものがあ

ります。この部分，国から借りている公的資金に関しましては，以前，何度か国のほうから借り入れオー

ケーですよと了解いただいて借り入れしている経緯があるというふうに記憶にあるんですが，こういう借り

かえについての考え方を伺いたいと思います。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 公的資金につきましては，繰り上げ償還に伴いまして補償金というのを払うことになって

おります。国では，やはり国債等で資金を調達して市町村に貸し付けを行いますので，繰り上げ償還を行い
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ますと金利負担というのが公的資金に一方的にかかっているということで，通常は，補償金を支払って繰り

上げ償還をするということになっております。過去においては，平成１９年から２１年のこの３年間におい

て５％以上のものを繰り上げ償還をするということで，これは補償金が免除されるという制度がございまし

たので，これを実施しております。現在のところ，補償金の免除というのがない現状では，定時償還で返し

ていくのがよいと考えております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 わかりました。 

 次に，歳出，２款の総務費に移らさせていただきます。 

 質問通告で防犯カメラ設置状況と運用効果についてということで通告を出させていただきました。資料を

今日いただきましたので，まず，防犯カメラの設置状況について，平成３０年度，非常に多く設置されてお

りますけれども，その状況について御説明いただきたいと思います。 

○内藤委員長 小林防災・危機管理課長。 

○小林防災・危機管理課長 防犯カメラの設置状況についてでございますが，これまで水戸警察署と協議し

ながら，人通りが多く防犯上も重要な場所として，水戸駅や大工町周辺など合わせて４９基の防犯カメラを

設置してきたところでございます。 

 そのうち，昨年度につきましては，茨城県において国体開催に向けた防犯対策の強化を目的に，防犯カメ

ラの設置に係る補助制度が創設されましたので，積極的な活用を図り，国体を開催する会場周辺などに

２８基を設置したところでございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 また，この運用をしていただいての効果について，見解を伺いたいと思います。 

○内藤委員長 小林防災・危機管理課長。 

○小林防災・危機管理課長 運用効果につきましては，事件等の解決に向けた警察への画像データの提供は

もとより，防犯カメラが設置されていることにより市民の皆様の安心感の醸成，犯罪の未然防止につながる

など，一定の効果を得ていると認識してございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 わかりました。 

 資料の一番下にも運用実績ということで，平成３０年度，警察からの照会に伴う画像データの提供件数と

いうことで，２７件提供されているということで，非常に効果があるというふうに思いますので，引き続き

的確な運用をお願いしたいと思います。 

 続きまして，３款民生費，高齢者福祉施策につきまして，まず高齢者支援センターについてお伺いいたし

ます。 

 資料でも出していただきましたが，平成３０年度における高齢者支援センター運営費のうち，職員数はそ

れぞれどのように人数を決められているのかお伺いしたいと思います。また，運営経費の算出根拠について

御説明いただきたいと思います。 

○内藤委員長 野口高齢福祉課長。 
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○野口高齢福祉課長 ただいまの委員の質問にお答えいたします。 

 決算資料の７ページのほうになりますけれども，こちら高齢者の総合相談機関でございます高齢者支援セ

ンターにつきましては，平成２７年４月に８カ所の高齢者支援センターと各高齢者支援センターの連絡調整

を担う基幹型のセンターを設置したところでございます。高齢者支援センターには，水戸市地域包括支援セ

ンター基準条例に基づきまして，担当地域の高齢者人口表に応じて保健師，社会福祉士及び主任介護支援専

門委員等を配置いたしまして，職員がチームを組んで高齢者を支援しているところでございます。 

 また，高齢者支援センターの運営費につきましては，人件費及び事務費から算定しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 いただいた資料を見ますと，下段のほうに高齢者支援センター利用（相談対応）実績というこ

とで記載いただいております。平成３０年度におきましては，合計で２万４,３９８件と前年度に比べてそ

れほど多くなっていないのかなというふうに思います。この地域包括支援制度は発足してまだ数年しかたっ

ていませんけれども，これから高齢化が進む中で，地域で高齢者の方が安心して暮らしていくためには，こ

の包括支援制度が非常に重要な部分であります。この相談件数が大きくふえていない要因等について，御見

解をお伺いしたいと思います。 

○内藤委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 平成２７年に発足いたしまして，当初，まずは皆さんに知っていただくというところで，ありとあらゆる

機関，地域の団体，あとは事業所等に周知のほうを徹底いたしまして，その時点でかなりの実績を残したと

ころでございます。現在，少し伸び悩んでいるところもございまして，そこのところについては，まだ少し

周知が不足しているのかなと考えておりますが，まずは高齢者支援センター─皆様には連絡先，お電話

番号等を周知させていただいて，まず連絡をいただきたい。それによって電話での御相談，必要に応じて訪

問いたしますということで，今までは周知のほうを徹底したところでございます。 

 また，今後の周知といたしまして，今までと同じところを続けるほかに，出張相談といいますか，各支援

センターで現在力を入れていますところが，福祉の窓口として老人福祉センターですとかそういったところ

に定期的に介護相談窓口ということで設置をいたしまして，皆様からの相談を受けるような形を残しており

ます。例えば，南部第一高齢者支援センターでは，南部老人福祉センターふれしあのほうで毎月第２，第

４水曜日というように，定期的に窓口を設置いたしまして，皆様に相談をしていただく，相談に乗る，ある

いは高齢者支援センターを周知するという活動の場として使わせていただいておりますので，そういう活動

を各高齢者支援センターのほうにまた広げていきたいと考えております。 

 以上です。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 私のもとへも高齢者の方からいろいろな相談が入ってきます。また，近所の方で認知症じゃな

いかと，黒木さん，こういう方はどうしたらいいんですかという相談が来ます。そういうときは，この高齢
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者支援センターに電話をして相談できますよという話もさせていただいているんですが，なかなかこれが年

数たっても御理解いただいていない状況があります。 

 今，課長のほうからありましたように，老人福祉センターに窓口，第２，第４水曜日，出張しているとい

うことを言われていましたけれども，これ出張じゃなくて常時開設─やはり老人福祉センターというの

は非常に利用率が高いです。お風呂もあったりして，お風呂へ入りに行く人もいらっしゃれば，いろいろな

趣味，サークル等で通う方が非常に多い中で，こういうところが窓口になっていただければ高齢者の方に

とっては非常に利用しやすくなるというふうに考えます。 

 次に，お年寄り便利帳についてお伺いいたします。 

 こちらは，資料をいただいております。平成３０年度の当初配布状況の資料をいただきました。まず，決

算状況と３０年度の当初配布状況について，御説明いただきたいと思います。 

○内藤委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまのお年寄り便利帳につきましての御質問にお答えいたします。 

 資料の８ページをごらんいただきたいと思います。 

 お年寄り便利帳につきましては，高齢者が受けられるサービスの総合的な手引きとして，毎年度作成して

いるものでございます。作成費用につきましては，平成３０年度印刷製本費１０１万７,３６０円となって

ございます。また，広告掲載料収入につきましては，平成３０年度実績で３３事業所，計１１４万円となっ

ておりまして，作成費用を上回る結果となりました。今年度も引き続き，広告掲載料の確保に努めてまいり

たいと存じます。 

 次に，配布状況につきましては，市役所窓口，市民センター，高齢者支援センターを初め，市内各所に広

く配布しておりまして，年度当初配布実績は９,３８０冊でございます。その後，適宜，補充・配布を実施

いたしまして，年度末には１万４,０００冊の配布をほぼ完了しているところでございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 この提出いただいた資料，今，説明があったように，広告掲載料が製作費を上回る料金を広告

でいただいているというすばらしい状況だと思います。しっかり有効に使っていただきたいと思います。 

 あと，このお年寄り便利帳の記載内容，今日持ってきましたけれども，便利帳の記載内容がわかりづらい

という声をよく聞きます。また，見たことがないという高齢者の方もいらっしゃいまして，見たことないわ

けないと思うんで，恐らくどこかへしまっちゃっているんだと思うんですが，中身も白黒で字が小さいんで

すね。また，専門的な用語が使われて，職員の方は恐らくわかると思うんです。また，こういう介護に従事

されている，職業とされている方は恐らくわかると思うんです。私が読んでもちょっとわかりづらいという

内容の中で，この掲載内容についてどのように，いつごろからこういう形になったのか。内容としては，非

常に充実していて介護に関する内容が網羅されていますので，すばらしいと思うんですが，いま一つ高齢者

の方にとってはわからないという状況の中で，何年ぐらいこの状況，同じような形で使われているのか，見

解ありましたらお伺いしたいと思います。 

○内藤委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 
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 現在の形がいつからかというのは，申しわけございません，私も把握しているところではないんですけれ

ども，ただ今後より一層の高齢化が進みまして，高齢者サービスについての需要がさらに高まってまいると

存じますので，お年寄り便利帳が高齢者の方々にとってより見やすい内容になりますように，今後また新し

くつくるに当たりまして，例えば先ほどおっしゃられましたようにカラー印刷などを取り入れるような改善

に努めてまいりたいと存じております。あわせて，より多くの方の手元に置いていただきまして，まずはお

年寄り便利帳にそれぞれ記載されております連絡先にお問い合わせをいただきまして，丁寧にこちらで説明

をさせていただきながら，必要とするサービスについて御理解いただけますように取り組んでまいりたいと

思います。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 わかりました。ぜひともいい形で多く御利用いただけるような施策を進めていただきたいと思

います。 

 続きまして，４款衛生費に入ります。資源ごみの集団回収についてであります。 

 ９ページに資料をいただきました。この中で，一番上段で回収量─平成３０年度の回収量がその前の

２９年度，２８年度に比べると，だんだん回収量が減ってきています。一番下の上記対象団体数，この資源

ごみ回収を行っていただける団体の数も年々減少傾向で，４３９という平成３０年度の団体数を示していた

だきました。この部分，非常に懸念する部分であります。この要因について，どのようにまず捉えていらっ

しゃるかお伺いいたします。 

○内藤委員長 齋藤参事兼清掃事務所長。 

○齋藤生活環境部参事兼清掃事務所長 黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 集団回収の回収量及び団体数については，減少傾向にございます。その要因としましては，少子高齢化等

により分別回収の担い手が不足していること，宅地開発等により資源物の回収場所の確保が困難になってい

ることに加え，スーパーマーケットなどで資源物の独自回収が行われ，民間企業の回収量が増加したことも

影響しているものと考えております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 水戸市もごみの減量，再資源化を推進していくということで，非常に力を入れてこの実施に関

しては行っているところだと感じております。また，来年度から新清掃工場で実施される白いプラスチック，

発泡スチロールのトレイ，こういう部分もこれから試験的に行いながら再資源化を推進していくというのが

水戸市の基本的な考え方だというふうに認識しております。 

 でも，回収量が減っていく，また，回収していただく町内会，子ども会の方々の協力が得られなくなって

きているという状況は，改善していかなければ，ますますこの回収はおぼつかなくなってきてしまうという

中で，例えばアルミ缶なんですけれども，アルミニウムの大きな白いビニール袋に入れて出しますけれども，

１つでもスチール缶が入っていると持って行っていただけない。要は，１００％アルミじゃないと回収しな

いというのが，平成３０年度，私の町内でも見られまして，子ども会の方々は一生懸命仕分けしています。

非常に大変な思いをしてやっているんですけれども，もうできないと，１００％は無理だという声が出てい
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ますけれども，この部分はどういうお考えなのかお伺いいたします。 

○内藤委員長 齋藤参事兼清掃事務所長。 

○齋藤生活環境部参事兼清掃事務所長 黒木委員の再度の御質問にお答えします。 

 最近の空き缶類につきましては，容器の素材がアルミでふたの素材がスチールであるなど，複合的な素材

で構成され，分別することが煩雑でわかりにくいなどの御指摘を受けることもございます。 

 このような状況を踏まえ，分別の方法についてチラシを作成し，全団体へ配布するとともに，御希望の

あった団体につきましては，説明会の開催や回収場所での分別方法の説明等を行っているところでございま

す。 

 今後につきましても，文章だけではなく写真を掲載するなど，よりわかりやすいチラシなどを作成し，資

源回収量の増加や資源物の質の向上，団体数の増加に向けたＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 １００％という部分については，私も今後もよく見ていきたいと思いますが，改善したほうが

よいというふうに思います。 

 続きまして，８款土木費，４項６目公園費の千波湖水質浄化についてお伺いいたします。 

 非常に詳しい資料を出していただきましてありがとうございます。 

 まず，千波湖は，水戸市民にとっては憩いの場であるとともに，市としても大変重要な公園であります。

シンボル的な水辺空間となって親しまれておりますが，その水質の悪化を食いとめようということで，長年

にわたりさまざまな，行政だけじゃなくて民間の方々，企業の方々，多くの取り組みをしていただいている

ところでありますけれども，なかなか改善できない状況に見てとれます。今日いただいた資料の中でも，

１１ページのＣＯＤの値，平成３０年度２１.０という部分で，２６年度から比べても悪化の状況にあると

いう見方ができるのかなというふうに思いますが，平成３０年度においても，この資料を見る限りかなり大

きな予算を投入してこの対策を進めておりますが，まず平成３０年度の取り組みについて御説明いただきた

いと思います。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 それでは，御質問にお答えいたします。 

 提出資料の１０ページから１２ページが公園緑地課の資料となってございます。千波湖の水質浄化施策に

つきましては，大きく分けまして４つの事業を実施しているところでございます。 

 まず，１つ目は，湖水の流動を促進し，アオコの発生を抑制するため，ジェットストリーマー１０基によ

る水質浄化保全事業を行っております。 

 ２つ目は，那珂川から渡里用水路を利用し，最大で毎秒１.４トンの清浄水を導水する水質浄化導水事業

を行っております。 

 ３つ目としましては，茨城県の森林環境湖沼税を活用しまして，千波湖の東側になりますが，アオコの抑

制対策業務委託を実施しております。 

 ４つ目としましては，霞ケ浦導水事業の一環となりますが，那珂川から桜川，そして偕楽園に月池を利用

しまして，千波湖に最大で毎秒３トンの清浄水を導水可能とするための施設整備を現在行っているところで
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ございます。 

 事業につきましては，以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 まず，この千波湖水質浄化保全事業関係経費，平成３０年度７０４万１,９５２円の決算が出

ておりますけれども，このジェットストリーマーは，以前は鳥の形をした市民の方が見ても誰でもわかる形

でしたけれども，今は鳥がなくなってちょっと草が生えているような形をしていますけれども，この

７００万円という部分におきまして，費用対効果というのはどのように考えていらっしゃるか，お伺いした

いと思います。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ジェットストリーマーにつきましては，千波湖を全体で見たときにはなかなか効果が見えにくいというの

は委員御指摘のとおりでございますが，ジェットストリーマーの周辺では水流が発生し，部分的ではござい

ますがアオコの発生が抑制されているものと考えております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 何とかならないのかなという素朴な疑問であります。 

 続きまして，４の千波湖浄化導水施設整備関係経費は，平成３０年度で決算額２億２,２６２万

４,０００円と，大きなお金が出ております。これは，霞ケ浦導水事業に関する水の流入施策の事業と認識

しておりますが，平成３０年度におきまして，どのような状況までこの事業が進捗したのかお伺いいたしま

す。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 千波湖浄化導水施設整備につきましては，現在，平成２８年度から工事を実施しておりまして，水戸市に

おきましては，千波湖西側駐車場の周辺に１,５００ミリメートルのコンクリート管をおおよそ３００メー

トル埋設して，現在は終わっている状況でございます。 

 今年度も引き続き千波湖から桜川に放流する吐き出し口ですとか，来年度千波湖に取り入れる放流口，ま

た，月池から今現在埋設しています導水管のほうに放流するための施設，それぞれを整備して来年度中には

完成させたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 この事業が完了して導水ができるようになりますと，毎秒３トンの水が千波湖に入り込むとい

うことで，非常に期待できるところであります。着実な実施をお願いしたいと思います。 

 続きまして，１４款使用料及び手数料，８款５項住宅費，住宅使用料収納率と収入未済額について質問さ

せていただきます。 

 まず，住宅使用料の収納率の状況ですが，平成３０年度全体の収納率が５６.２％と非常に厳しい数字に
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なっておりますが，現年度が９７％，これ非常に改善されている数字になっております。また，全体を引き

上げているのが，過年度分の収納が困難になっているという状況がこの資料から見てとれます。収納率の向

上に向けた取り組みをどのように平成３０年度実施されたか，まずお伺いいたします。 

○内藤委員長 木村技監兼住宅政策課長。 

○木村都市計画部技監兼住宅政策課長 ただいまの黒木委員の御質問にお答えします。 

 収納率が上がった理由といたしましては，平成２６年度から指定管理者に移行したことにより，茨城県住

宅管理センターで行う滞納整理による効果が大きく，特に昨年度から収納を強化することにより，文書催告，

電話催告等，滞納整理業務を行うことによって効果があらわれたと考えられます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 いただいた資料の２の下のほうですね，滞納理由別内訳で見ますと，納付意思の欠如による滞

納金額が１億４,８０９万３,０５７円と非常に大きな数字になっています。今，指定管理者への業務移行が

あったということで，非常に効果があったという説明でしたけれども，納付意思の欠如によって１億円を超

える金額が滞納理由になっているということに関しまして，指定管理者を含めて担当課ではどのような取り

組みを行って，どういうお考えなのかお伺いいたします。 

○内藤委員長 木村技監兼住宅政策課長。 

○木村都市計画部技監兼住宅政策課長 ただいまの黒木委員の御質問にお答えします。 

 現在，高額滞納者，納付の意思が見られない悪質な滞納者につきましては，家賃を支払っている他の入居

者との公平性の観点から，法的措置を強化して対応しております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 不納欠損９,０００万円を欠損として落としたことについて，御見解をお伺いいたします。 

○内藤委員長 木村技監兼住宅政策課長。 

○木村都市計画部技監兼住宅政策課長 ただいまの黒木委員の御質問にお答えします。 

 不納欠損の内訳といたしまして，退居した滞納者のうち時効が完成している者に対して催告書を送付した

ところ，本人から時効の援用の申し出がされたもの，こちらが４,２００万円，また，死亡や所在不明な者

について市の債権条例に基づき債権を放棄したものの不納欠損額として４,６００万円，以上でおおむね

９，０００万ということでしております。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 先ほど，課長のほうからありましたように，やはり公平性の観点から見ますと，支払っている

方は一生懸命支払っていただいておりますので，こういう不納欠損に至らないようにしっかりとした，特に

納付意思の欠如という部分はしっかり改善していただいて，払うものは払うという入居するときの約束ごと

はしっかりと入居者に対してお願いしたいと思います。 

 次に，９款消防費につきまして通告してあります。救急搬送先受け入れ先決定時間についてということで

質問させていただきました。 

 まず，提出いただいています資料のほうを説明いただきたいと思います。 

○内藤委員長 石田救急課長。 
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○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 それでは，決算特別委員会資料の１４ページをごらんください。 

 救急搬送の実態ということで，救急車及びドクターカーの出動状況と医療機関の収容状況について御説明

いたします。 

 初めに，１の救急車の出動状況でございますが，平成３０年度は１万５,４７２件の出動があり，前年度

と比べますと６８２件の増となりました。事故種別で見ますと，急病が最も多く，続いてその他，一般負傷

の順でございます。その他につきましては，病院間の転院搬送等でございます。 

 次に，２のドクターカーの出動状況でございますが，ドクターカーは，心肺停止状態やその疑いがある場

合など生命の危険が切迫している状況時に，医師，看護師を同乗し出動いたします。平成３０年度は，

１,０４０件の出動があり，前年度と比べますと１２５件の増となっております。事故種別のその他は，医

師搬送の件数となっております。 

 次に，３の医療機関の収容状況でございますが，水戸協同病院や水戸済生会総合病院に多くの患者を受け

入れていただいております。総出動件数の７４％を救急病院や救急協力病院で収容していただいている状況

となっております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 今，御説明いただきました救急の出動件数，非常に多くなって，昨年より６８２件ふえている

という大変な状況だと思います。救急に携わる職員の方には非常に感謝の思いでいっぱいです。 

 その中で，やはり市民の方からよく話をお伺いするのが，救急車の収容後─１１９番で来ていただい

て事故現場，自宅まで来ていただくと。これは非常にスピーディで，平均して数分間で到着していただいて

いるというふうに認識しておりますけれども，その後，急病の方を救急車に収容していただいて，そこから

救急車が動かないと。なんで出発しないんですかという話を非常に多く聞きます。 

 平成３０年度も救急の出動件数が非常に多くなっておりますし，大変な状況はわかるんですが，こういう

要因につきまして，御見解をお伺いしたいと思います。 

○内藤委員長 石田救急課長。 

○石田救急課長 ただいまの御質問についてお答えします。 

 傷病者収容後から現場出発までの時間でございますが，１２分でございます。救急車の車内では，傷病者

の状態を把握し，その結果に基づいた応急処置を実施するととともに，収容先依頼機関の問い合わせを行っ

ております。応急処置は，症状によってさまざまですが，心肺停止の傷病者には胸骨圧迫や除細動を実施す

るとともに，医師の指示を受けながら輸液などの救命処置を救急救命士が実施いたします。 

 また，症状に適応した医療を速やかに受けられるように，医療機関の医師には観察の結果や事故の発生状

況などさまざまな情報を集約し収容を依頼しており，総出動件数の９０％が１回または２回の問い合わせで

搬送先が決定している状況でございます。 

 傷病程度や処置の内容などにより，滞在時間は異なりますが，このような一連の活動には一定の時間が必

要となりますので，御理解をお願いします。 
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 以上でございます。 

○内藤委員長 黒木委員。 

○黒木委員 説明をお聞きしましてよくわかりました。本当に大変な状況の中，今，１２分という時間まで

示していただきましたけれども，救急救命士のこういう資格制度ができた中で，病院と連携を取りながら処

置を救急車の中でやっていただいていると。また，今，説明ありました１回から２回のコンタクトで出発で

きるというところまでやっていただいている。非常に感謝の思いでいっぱいでございます。また，しっかり

と業務に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○内藤委員長 それでは，黒木委員の通告に関連する質疑があれば，発言を願います。 

 福島委員。 

○福島委員 それでは，資料の１０ページ，１１ページ，千波湖浄化に対してお尋ねをいたします。 

 トータルで２億２,２６２万４,０００円の事業を行っておるんですが，千波湖の浄化に対して見通しとい

うのはどのように持っておられるか。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの福島委員の御質問にお答えいたします。 

 千波湖の水質浄化の見通しについてでございますが，現在，アオコが発生しているのは事実でございまし

て，アオコについては，窒素やリンのほか直射日光，また，水温の状況，千波湖に流れがないとか，滞留時

間が長いなどさまざまな要因で発生しているものでございます。 

 そのような中で，霞ケ浦導水事業が今行われておりまして，これにより毎秒３トンの清浄水が入ることに

より，今までの総流量がおおむね倍以上，３倍近くになるんですが，これにより，より水の押し出し効果が

見込め，水の滞留時間が減り水質浄化に効果があるものと考えており，現在，国，県，市において推進して

いるところでございます。 

○内藤委員長 福島委員。 

○福島委員 要するにＢＯＤ，ＣＯＤの発生はどのぐらいになってるの。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 資料の１１ページの５になるんですが，ＣＯＤの値につきましては，平成２６年度から３０年度にかけま

して若干ふえ気味ということが結果にはなってございます。しかしながら，過去５年のデータでは読み取り

にくいのですが，さらにさかのぼりますと，那珂川からの導水量とＣＯＤやクロロフィルａという１２ペー

ジにある(4)の数字なんですが，こちらクロロフィルａについては，アオコそのものの量というふうに捉え

ていただければよろしいのですが，これらについては，関連性があるということが考えられます。 

 平成の初期になりますが，このころの年間導水量は１,０００万トンを超えておりました。このころの数

値は，ＣＯＤが１０前後と今の半分程度でございました。その後，平成２０年代に入りまして，年間導水量

が５００トン以下にまで落ち込みました。近年は，３００から４００トンにまで落ちております。これとあ

わせるようにＣＯＤも２０を超える値となっておりますので，今後，導水量がさらにまたふえることにより
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ＣＯＤが減っていくというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 福島委員。 

○福島委員 この数値からすればね，昔那珂川導水やったときには，大体千波湖の量は３０万トン，それが

そのまま一つも私はこの数値から見ればよくはなってないと。というのは，窒素，リン等は，それからこう

いう数値からすれば，なぜだめなのかというのは，いくら那珂川導水やってもね，堆積物，要するにヘドロ

を除去しなければ上水だけ交換しても夏場はアオコがふえたり，悪臭になったり，今年はなかったけど，そ

ういうのがあるんですよ。 

 だから，これやっていれば，たまたま今年はアオコとか悪臭の発生があまり見られなかったけれども，現

況的に聞くが，いつになれば浄化されるの。全然那珂川導水やっても前は１週間で３０万トンが新しい水に

変わってたわけだ。今は全然導水したって水が少なくてだめだと。霞ヶ浦導水になったといっても，なかな

か無理だと。 

 要するに，問題点は，浄化する水が年間を通して得られないでしょ。例えば，農家の田植え時期とかそう

いう時期的には導水はできなくなる。論点を変えるが，ヘドロの除去というのは考えてないの。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ヘドロの除去につきましても，今後，考えていかなければならない水質浄化の方策の一つであるというこ

とは認識してございますが，まずは霞ヶ浦導水が来年度に国，県，市が完成する計画となっております。そ

れを見て導水をした上で，今後，全体の推移を見守りながら考えていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○内藤委員長 福島委員。 

○福島委員 なぜ導水をやったのか，課長ね。桜川は二級河川だけれども，一級河川のみなし河川にして，

那珂川からの導水をやったんだよ。それには，１週間で３０万トンを入れて新たな水にして変えたの。けれ

ども，いくらやってもヘドロや─なぜかというと，千波湖は水深が１メートルぐらいしかないんだよ。

その中にヘドロが堆積しているから，その匂いでアオコが発生したり，そしてまた悪臭公害になるわけです。

だから，基本的には，上水だけ導水やっても，導水がとまったときには，アオコや何かが発生して悪臭が発

生するんですよ。 

 だから，基本的には，ヘドロを取らなければどうにもならないんです。そういうヘドロ対策というのは，

一切調査研究はやってないということで理解していいんですか。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ヘドロの研究を一切していないというわけではございません。ヘドロについてもどのような成分が含まれ

てアオコと影響があるのかということは，現在も調査しているところでございますが，一番の要因は，やは

り千波湖に流れがない，滞留時間が長すぎるということがやはり最も大きな原因になっているということで，

いかにして水に流れをつくるのかということを現在主に置いてやっているところでございまして，その結果，
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導水事業による押し出し効果というものを目指していきたいというふうに考えております。 

 引き続き，ヘドロについてもあわせて調査研究をしていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 福島委員。 

○福島委員 これ３０年来やってるわけだ。私も議員は４０年やってるけれども，佐川市長時代からそうい

う問題はあるわけだ。それから，黒木委員も言ったけど，湧水，大地から出てる水で希釈という考えもあっ

たんです。けれども，現実には，いくらやってもだめなんです，もう何十年て。これ毎年２億円，３億円，

何十億円ってかかってるんだ。 

 私は，千波湖の中に井戸を掘ればいいと思ってるんですよ。井戸を１００カ所ぐらい掘ったって，１個

１００万円なら１０億円もあればきれいにできる。毎年３億円，１０年で３０億円，それ以上かかってる。

千波湖の湖底に１００カ所ぐらい突き抜き井戸を掘る。要するに，浄化というのは，１０メートルぐらい地

底から掘ればみんな新しい浄化された水になるわけだ。なぜそうしなきゃいけないかというと，千波湖の周

りにはレイクランドがあって，レイクランドを埋めてつくったときには，ヒービング現象っていって，常磐

線が浮き上がっちゃうんです。昔は，千波湖の水を抜いて浄化したんですよ，天日干し。けれども，それを

やると，ヒービング現象で千波湖の水の重量で平均化してる。水を桜川へ抜いてしまうと，常磐線が下がっ

て千波湖の湖底が上がってしまうというヒービング現象が起きるから，今はなかなかそれができないんです。 

 それはどうすればいいかというのは，千波湖の中へ突き抜き井戸を掘って水を出して新しい水を千波湖へ

流せば，当然浄化された水ですから希釈されるんじゃないかと。これは現実に，東京の方ではもうやってる。

湖や沼が各地にありますが，そういうのが汚染されてもそうやって抜いたり，水を掘って希釈してる例はあ

るんです。 

 ですから，千波湖の浄化というのは，いかに水流したって，上水だけやったって，これ２０年，３０年

やったんですから。だめなんです。まず，ヘドロを取らなきゃだめなんです。ヘドロを流さなきゃだめなん

です。そのためには，千波湖の中へ井戸を掘って新しい水を千波湖へ流してそれを循環させる。そして，そ

のヘドロを出した一部を桜川のほうへ流すというふうにやらないと，いつまでたったって─そういう調

査研究というのは何ら考えてないですか。 

○内藤委員長 上田公園緑地課長。 

○上田公園緑地課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 井戸を掘ることやヘドロの除去につきましても，委員御指摘のとおり，現在，国，県，市，桜川清流ル

ネッサンス行動計画というものがございまして，こちらのほうで議題として取り上げて調査研究をしている

ところであり，引き続き導水事業に加えてこれらの事業も含めて総合的に判断して，何が水質浄化に一番効

果的なのかということを研究していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 福島委員。 

○福島委員 これから研究していくっていうことだから，何もやってないということしか理解できないんだ

けれども，もうだめなんだよ。だめな原因というのは何なのかと。頭の悪い人は勉強すればよくなるの。ヘ
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ドロがあって汚い水はそれを取ればいい。けれども，一気に取ったんではヒービング現象があるから，それ

を希釈しなきゃだめなんだということだから，いくら言ったってやってないことを質問しても答えが出ない

だろうから，ぜひ千波湖の浄化というものに対しては，その基本はヘドロがあると。知ってるのは知ってん

だよ。千波湖の水が動いてないから，どうしても匂いとか悪臭とか出てくるんだよ。あの水を３０万トンも

動かすのはできないんだよ。けれども，１００個でも井戸を掘ってそれを全部下から出して流してやれば水

は流れるんだよ。 

 やっぱりそういうことを本当にまじめに千波湖をきれいな水に，きれいな千波湖にしようというものを考

えていただきたい。要望しておきます。 

○内藤委員長 質疑時間が申し合わせの時間を経過いたしましたので，以上をもちまして質疑を終わらせて

いただきます。 

 それでは，次に，森委員から発言をお願いします。 

 森委員。 

        〔「ちょっと待って。今，福島委員の関連質疑が終わったんでしょ。その 

ほかは聞いてくれないのか」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 時間が過ぎてるから。 

〔「関連は何人かできるわけだっぺ」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 じゃ関連で，はい。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 すみません，手短に申し上げます。 

 今のごみの分別回収について，資源ごみについてですが，これ自治会の貴重な財源であったり，子ども会

活動の貴重な財源だということで，一般的にその活動する人が少なくなっているということもありますけれ

どもね，現実には集積場所がないということが大きな要因だというふうに私は聞いておるんですよ。 

 やっぱり，こういう意識を持つということがね，これから新しい清掃工場ができて，さらに分別回収をし

ていくということになると，そういう市民の意識の醸成というのが一番大事なんです。そのためには，やっ

ぱりそういった問題をある程度行政も一緒になって考える。こういうことも私は必要なんじゃないかという

ふうに思いますので，ぜひそういう点は考えていただいて，後ほどまだ質問がありますから，答弁は結構で

すけれども，そういうことだけ申し上げておきます。 

○内藤委員長 では，森委員。 

○森委員 発言通告にしたがいまして質問を行ってまいります。よろしくお願いいたします。 

 初めに，２款１項５目財産管理費の不用額について，お伺いいたします。 

 資料⑦，７３ページにあります不用額合計が前年度に比べ倍以上の５,９３１万２,９２２円となっていま

すが，御説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 ただいまの森委員の御質問にお答えいたします。 

 不用額の要因となった理由でございますが，資料の１５ページをお開き願います。 
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 資料につきましては，左側から不用額の合計，次に主な不用額，節でございます。それに対しての理由を

載せてございます。これにつきましては，５０万円以上の不用額を記載してございます。 

 主な項目ですと，まず需用費でございますが，これにつきましては，主なもので電気料がございます。電

気料の積算につきましては，前年度の使用料について積算いたしましたが，実際の使用料が見込みより抑え

られたということで，前年度に対しまして不用額がふえている要因でございます。 

 次に，委託料につきましては，１,１０９万６,３７９円ということで，前年度につきましては臨時庁舎完

成ということでございましたが，新たに１月から本庁舎が完成したということで，それに関して積算した金

額より少なく契約差金が生じたということが前年度より不用額がふえた要因でございます。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 中でも大きな金額となっている需用費の電気料等のうち等の部分の詳細について，御説明をお願

いいたします。 

○内藤委員長 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 電気料につきましては，各臨時庁舎ごとに積算してございます。内訳といたしまして

は……。 

〔「電気料等の等は何かということ，電気料じゃなくて等」と呼ぶ者あり〕 

○谷津財産活用課長 電気料等の等につきましては，そのほかに上下水道料及び都市ガス等でございます。

燃料費それから印刷製本費，施設修繕料等が含まれております。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 委託料の施設管理委託料等で契約差金が生じたためとありますが，この契約差金が生じた理由に

ついて再度御説明をお願いします。 

○内藤委員長 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 ただいまの御質問でございますが，契約差金の生じた理由でございますが，これにつ

きましては，予算執行に対しまして，競争の結果，競争原理が働いた結果，契約差金が生じたということで

ございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございました。 

 次に，２款１項８目交通政策費の不用額について，提出資料の１５節工事請負費の幹線市道２１号線自転

車通行空間整備工事で未執行が生じたためと，１９節負担金補助及び交付金の超低床ノンステップバス導入

事業補助金の未執行について，御説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 須藤交通政策課長。 

○須藤交通政策課長 御質問にお答えいたします。 

 １５節の工事請負費の未執行につきまして，事由欄に記載のとおり，幹線市道２１号線の自転車通行空間

整備工事で未執行が生じたためと記載させていただいております。 

 この事業につきましては，国庫補助事業として執行しておりまして，当初，市の予算で見込んでおりまし
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た国庫補助事業費に対しまして，実際に国から補助金が入ることになる内示額が減少したといったことがご

ざいまして，その結果，執行を抑制して不用額を発生させたという状況でございます。 

 次に，１９節の負担金補助及び交付金の不用額につきまして，そのうち事由の欄の下から３番目，超低床

ノンステップバス導入事業補助金につきましては，当初，予算では１０台分，合計７００万円の補助金を予

算措置をさせていただいておりました。予算執行年度に入りまして，燃料費の高騰などによりまして，事業

者における車両の更新計画，導入計画の変更を余儀なくされたという状況がございまして，最終的に１台の

みの交付にとどまって，その結果，６３０万円の不用額が発生したと，そういう状況でございます。 

 説明は以上でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 自転車通行空間整備工事の未執行なんですが，特に市民の皆様から自転車通行道路が水戸の場合

は少ないという御指摘等ありまして，来年度以降，どのような計画で推進していくか御説明をお願いいたし

ます。 

○内藤委員長 須藤交通政策課長。 

○須藤交通政策課長 今後の自転車通行空間整備の計画につきましては，本市では，水戸市自転車利用環境

整備計画というものを策定しておりまして，その中で，水戸市内における自転車ネットワークの計画を策定

しております。そのネットワーク計画のうち，優先整備路線として定めております国，県，市それぞれの管

理道路につきまして，令和５年度までに整備をする計画を立てているところでございます。 

 実際に事業を進めていく上では，国庫補助事業の内示額と非常に影響があることでございますけれども，

着実に予算措置を図り，事業を推進してまいりたいというふうに考えております。自転車が安全に走行でき

る空間をつくることをもちまして，歩行者の安全，自転車の利用環境の安全を確保してまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございます。 

 次に，ノンステップバスについてですが，補助金の国，県，市の割合，またノンステップバスの中古でも

補助金がつくのかどうか聞きたいと思います。 

○内藤委員長 須藤交通政策課長。 

○須藤交通政策課長 御質問にお答えします。 

 ノンステップバスの補助金の率でございますけれども，水戸市の補助対象経費，補助率につきましては，

補助対象経費の４分の１となっております。それから，県の補助率につきましても４分の１。それから，国

の補助率につきましては２分の１ということになっております。 

 それから，中古の車両につきましても補助対象になるという制度でございますけれども，実際にバス事業

者が中古車両を入手するときには，市場に出回っているものをすぐに購入するという手続が必要になってお

りまして，この補助金の交付制度によりますと，実際，欲しい車両が見つかってから交付申請をするという

ことが時間的になかなか合わないということがございまして，利用率については低いという状況になってお
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ります。 

 より事業者が制度を活用しやすい方法を検討してまいりたいというふうに考えております。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございます。 

 次に，２款３項１目戸籍住民基本台帳費の不用額について，提出資料の１９節負担金補助及び交付金の個

人番号制度運用負担金が見込みより少なかったためについて説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 高安市民課長。 

○高安市民課長 ただいまの森委員の御質問にお答えいたします。 

 こちら個人番号制度運用負担金の内容といたしましては，マイナンバーカードを作成しております地方公

共団体情報システム機構，略称でＪ－ＬＩＳと呼ばれております。こちらに対しまして各自治体が支払う負

担金となっております。 

 まず，負担金の算出根拠でございますが，Ｊ－ＬＩＳが必要としました全体の経費を各自治体の人口によ

り案分したものがそれぞれの自治体の負担額となっているものでございます。今回，不用額につきましては，

当初にＪ－ＬＩＳからいただいております負担金の上限の見込み額，こちらをもとに予算措置をしたもので

すが，年度末における実際の請求額が予算額より少額であったことから，不用額が生じたものでございます。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 マイナンバーカードにつきまして，今後，国からのマイナポイント等，また保険証にもなり得る

ということで，交付率を上げていく施策をお願いしたいと思います。その点につきまして御答弁をお願いい

たします。 

○内藤委員長 高安市民課長。 

○高安市民課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 委員御指摘のとおり，本市のマイナンバーの交付率につきましても８月末現在で１３.２％ということで，

普及がなかなか進んでいない現状にございます。 

 こうした中，国におきまして，マイナンバーカードの普及促進に関する方針が出されたところでございま

すので，令和４年度末までにほとんどの住民がカードを保有することを想定して普及を進めていくこととさ

れております。 

 本市といたしましても，国の交付枚数の想定をもとに，今後もあらゆる機会を捉えての取得勧奨，また企

業等への出張での一括申請，公務員の一斉取得の推進などに努め，マイナンバーカードの普及を進めてまい

りたいと考えております。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございました。 

 次に，３款１項２目障害福祉費の不用額について，御説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 ただいまの森委員の御質問にお答えいたします。 
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 障害福祉費の不用額の内訳につきましては，障害福祉課作成資料１８ページのとおりでございます。主な

ものといたしましては，委託料と扶助費でございます。この２つで９７.５％を占めている状況でございま

す。 

 初めに，委託料でございますが，市の障害福祉施設の管理運営につきまして，社会福祉協議会等を指定管

理者として運営を委託しております。委託料の予算につきましては，利用料として市に歳入される自立支援

給付費の見込み額により予算額を決めており，年度末に施設の利用状況により精算を行っております。 

 次に，扶助費でございますが，各種の福祉手当や障害福祉サービス給付費に係る経費でございます。扶助

費，委託料ともにそれぞれ過去の実績や制度改正などをもとに予算額を決定しております。委託料，扶助費

ともに額が多額でございますので，見込みの率が多少異なりますと予算と決算の乖離が大きく生じてしまう

という性質がございます。平成３０年度につきましては，利用者の体調の変化等で利用が困難なケースが多

くございまして，利用者が少なかった状況がございます。 

 説明は以上でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ２０節扶助費の手当給付費等が見込みより少なかったためとありますが，この見込みがなぜ少な

かったのかというのを御説明お願いいたします。 

○内藤委員長 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 障害者手当等につきましても，それぞれ過去の実績等につきまして伸び率を推計いた

しまして予算額を決定している状況でございます。実際，その推計は過去の経済情勢また利用者の伸び率等

を勘案いたしまして予算を作成しておりますが，平成３０年度につきましては，やはり伸び率が少なかった

状況がございます。 

 今後とも予算編成時にさらに適正な見積もりに努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございました。 

 次に，３款２項３目児童措置費の不用額について，御説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの森委員の御質問にお答えいたします。 

 児童措置費のうちの幼児教育課分の不用額について，御説明いたします。 

 提出いたしました資料の１９ページでございますが，不用額のうち主なものは，委託料と負担金補助及び

交付金でございます。 

 委託料の不用額につきましては，民間保育所や小規模保育事業，家庭的保育事業などの委託事業者に支払

う運営費が主なものでございます。また，負担金補助及び交付金につきましては，保育所等で行っておりま

す一時預かり保育事業や保育士の負担軽減のための保育体制強化事業補助金の事業のものが，見込みより少

なかったところでございます。 

○内藤委員長 柴﨑参事兼子ども課長。 
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○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 森委員の児童措置費の不用額のうち，扶助費の不用額につきましてお

答えいたします。 

 扶助費の不用額につきましては，児童手当と児童扶養手当が主なものとなってございます。いずれも法に

基づきまして，児童手当につきましては，中学校修了前の子どもを養育する親等に支給するものであり，児

童扶養手当につきましては，法に基づき満１８歳未満の児童を養育するひとり親等に支給するものでござい

ます。 

 予算と決算の乖離につきましては，実績や人数見込み，単価改定等の影響等を反映しまして，総合的に積

算して当初予算措置をしたものでございますが，実績といたしまして不用額が生じてございます。 

 なお，当初予算に対する執行率につきましては，児童手当につきましては９８.８％，児童扶養手当につ

きましては９４.３％でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 大きな金額となっております１３節委託料の施設型給付費等について，再度詳細な説明をお願い

いたします。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの森委員の再度の御質問にお答えいたします。 

 委託料のうちの不用額の金額が大きいということでございますが，こちらは民間保育所や小規模保育事業

及び家庭的保育事業の委託料ということでございますが，予算査定につきましては，年度内に新設する施設

も含めまして全体の利用定員に定員を超えて入所できる弾力化というのがございます。弾力化を１.１倍と

見込みまして，それを乗じて運営費を算出しておりますが，実際には定員まで入らなかった保育所等がござ

います。また，年度内に開所できなかった保育所，年度末に開所してしまったということで年度いっぱいの

運営費が支払えなかったということが大きな要因でございます。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 来年度以降についての見込みについてはいかがでしょうか。御説明をお願いいたします。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの森委員の再度の質問にお答えいたします。 

 来年度以降につきましても保育所等の確保を行いまして，定員どおり利用者のほうを確保するように努め，

運営費のほうを支払えるようにしてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 森委員。 

○森委員 ありがとうございます。 

 待機児童がまだいらっしゃると思いますので，今後，市としても待機児童ゼロに向けて施策のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○内藤委員長 それでは，森委員の通告に関する質疑があれば発言を願います。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 以上で，森委員の通告に関する質疑を終わらせていただきます。 
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 それでは，暫時休憩します。 

午前１１時３４分 休憩 

──────────────────────── 

午後 １時 ０分 再開 

○内藤委員長 それでは，休憩前に引き続き，通告に基づく質疑を行います。 

 この際，御報告します。 

 本日，一般傍聴人１名がお見えになりますので，よろしくお願いいたします。 

〔傍聴人入室〕 

○内藤委員長 それでは，中庭委員から発言を願います。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私は，まず財政調整基金の活用について質問したいと思います。 

 ２０１８年度決算を見ますとですね，財政調整基金の取り崩しは３６億４,０００万円でありました。基

金残高は５８億１,７００万円となりました。そのうち，東町体育館，市民会館などの４大プロジェクトの

ため，昨年度取り崩した財政調整基金は幾らなのか。４大プロジェクトをもとに内訳をお聞きしたいと思い

ます。そして，４大プロジェクトの建設費の合計は８４０億円とされておりますが，財政調整基金から最終

的に幾ら取り崩すのかお答えをいただきたいと思います。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 財政調整基金は一般財源でございますので，どの事業の財源という考えは厳密にはございませんけれども，

平成３０年度決算における４大プロジェクトの一般財源の額は，市役所新庁舎が７,４００万円，新ごみ処

理施設が２,９００万円，新市民会館が１,０００万円，東町運動公園が２億４,５００万円でございます。

これに，整備に係る人件費として３億２,０００万円を加えた額の６億７,８００万円が４大プロジェクトに

充当した一般財源と考えております。 

 また，合計額につきましては，最新のみと財政安心ビジョンにおきまして，４大プロジェクトの一般財源

を７０億２,９００万円としております。この額が財政調整基金の活用額と言えると考えております。 

 以上であります。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 次の質問なんですけれども，新市民会館の建設のために泉町１丁目北地区市街地再開発事業で

は，昨年度，２８億４,４００万円が支出されました。このうち，財政調整基金は幾ら支出されたのかとい

うことをお答えいただきたい。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 泉町１丁目北地区市街地再開発事業に対する補助負担金の決算額は，御質問にありました

とおり２８億４,４８８万４,０００円でございます。これに対する財政調整基金の活用額につきましては，

５,３００万円でございます。少額となっている理由につきましては，今年度の決算は平成２９年度からの

繰越事業が多いために３０年度の財調としては５,３００万円ということになっております。 
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○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 昨年度の支出２８億４,４８０万円のうち，市債から１３億２,１１０万円の支出がされました。

そして，さらに今後，新市民会館の建設，建物の分の１９２億円のうち１４８億円が借金であるということ

でありまして，そういう点では，非常に水戸市の借金をふやすばかりではないかというふうに思います。そ

して，新市民会館建設に伴う周辺の開発事業というのは１２５億円になります。この中に，さっきの

８４０億円の中に入っていないんですけれども，今回の再開発事業が行われました。この中での財政調整基

金というのは幾らぐらい使われるのかお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財政課長 さきの特別委員会に報告いたしました泉町１丁目北地区市街地再開発事業の補助負担金の

水戸市の見込みとしては，１２５億円という御報告をしております。 

 これにつきましては，今後の支出もありますので，正確にお答えすることは難しいのですが，試算では

１５億２,４００万円の一般財源を要するものと考えております。 

〔「だめだよ委員長，あくまでも決算だからね，去年のやつやんねえと」

と呼ぶ者あり〕 

○中庭委員 ４大プロジェクト優先の財政調整基金の支出はやめていただきたい。今の７０億円も４大プロ

ジェクトで支出すると。私はですね，こういう大型プロジェクト優先の財政ではなくて，福祉，教育に使う，

例えば学校給食費の無料化は２０億円でできますし，国保税の１世帯１万円の値下げも４億円でできます。

こういうところにこそお金を使うべきではないかということを指摘したいと思います。 

 そして，同時に，水戸市の市債の合計は，昨年度末で２,２５８億円もあったわけですよね。ですから，

そういう点では，やっぱり福祉，暮らし優先にしていかなければ，借金がどんどん膨れ上がる，市民の皆さ

んの暮らしの対応もできないということになると思います。 

 次に，市税について質問をしたいと思います。 

 昨年度，市税の滞納による差し押さえ件数は１,２１７件にのぼりました。前年度は８２６件でありまし

たから，３９１件もふえたと。４００件近くもふえているということでありますが，この急増した理由と，

それから差し押さえの内訳についてお答えいただきたいと思います。景気も悪化し，実質賃金も落ち込んで

いる中で，給料や年金を差し押さえたら生活ができなくなってしまうということであります。生活実態に見

合った分納，減免などを認めることが必要だと思いますが，昨年度急増した理由，差し押さえの内容につい

てお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの中庭委員の御質問についてお答えいたします。 

 給与や年金の差し押さえについてでございますが，納期限が経過した市税につきましては，督促，納付催

告，差し押さえ予告などを段階的に進めており，その中で納税相談についても促しております。 

 しかしながら，納税相談も納付もない場合には，法律により差し押さえが認められている財産が判明した

ものにつきまして，滞納処分を執行するなど法令に基づき適切に対処しているところでございます。 

 財産がありながら納税しない方を放置することは，納期限内に納税されている多くの市民の方に対する不
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公平感を生んでしまいますので，行政の信頼を損なわないためにも必要な措置だと考えております。 

 なお，給与や年金の差し押さえにつきましては，国税徴収法の７６条及び７７条により，給与及び年金の

差し押さえ禁止額が定められておりますので，それを超える部分の金額におきまして対応しているところで

ございます。 

 また，市税の差し押さえの件数とその内訳についてでございますが，提出資料の２２ページをごらんいた

だきたいと存じます。この中の差し押さえ状況でございますが，平成２９年度の差し押さえ件数が合計

９１８件でありましたが，平成３０年度は１,２９８件となっております。差し押さえ件数の増加につきま

しては，財産調査の徹底を図り現金化の容易な債権を中心に滞納処分を行ってきた結果と考えております。 

 主な差し押さえ財産につきましては，預金や生命保険，給与などとなっております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 この資料を見てもわかるようにですね，年金の差し押さえが３２件にもなっている。それから，

給与などの差し押さえが４６８件にもなっているということで，私は給料や年金を差し押さえたら，それこ

そ暮らしもなりわいも成り立たなくなってしまうということなので，分納，減免などを認めることが必要だ

と思います。 

 それで，延滞金については，１０％以上の延滞金がありまして，この減免件数を見ますとね，昨年度は

８件と非常に少ない。２０１３年のときと比べると，減免件数は８０件もありました。そして減免額も

１,５６５万円もあったんですよね。ところがですね，昨年度の国保税減免の額は４９万８,０００円という

ことで，大幅に減少しているということでありまして，私は，減免規定に沿って，廃業，失業などの場合は

積極的に減免も実施すべきじゃないかと思いますが，このように減少した理由についてお答えいただきたい

と思います。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの御質問についてでございますが，延滞金につきましては，原則として本税と

合わせて納めていただくもので，納期限までに納税される方と納期限までに納めない方との公平を期するた

めの制度でございます。延滞金の減免につきましては，水戸市市税条例施行規則第５条に規定がございまし

て，災害または盗難によりやむを得ない事情があるときなど１０の該当要件を定めており，納税相談の際に

よく事情を聞きながら，該当すると思われるときには減免について御案内をしております。 

 平成３０年度の減免件数や減免額の減少につきましては，同規則に合致する案件が少なかったためでござ

いますが，今後におきましても，法令等を遵守した適切な制度の運用に努めてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私もこれまで延滞金の減免について，かつて申し出たこともありました。しかし，実際は，非

常にハードルが高くて，減免されないというのが実態でありまして，本当に困っているということでありま

した。私は，積極的に市税条例で定められた減免規定をきちんと適用すればね，８件なんかにとどまらない

と思うんですよ。非常に少なすぎると思います。ぜひ，積極的な減免規定に沿った適用をお願いしたいと思

います。 
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 それから，茨城租税債権管理機構について質問したいと思うんですが，昨年度，水戸市が債権機構に取り

立てを委託した件数は８０件でありました。過酷な取り立てで，かつて土浦で歯医者さんが自殺したと。さ

らに静岡まで行って取り立てを行って問題になった事例もありました。今日の提出資料を見ても，昨年度は

３７件の差し押さえをやったということがありました。半分近くが差し押さえということでありますので，

ぜひこういう過酷な取り立てを行う債権管理機構に委託するということは行うべきではないと思いますが，

いかがでしょうか。そして，また，委託した８０件のうち国保税滞納による件数は何件なのかお答えいただ

きたい。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 平成３０年度に茨城租税債権管理機構へ移管した８０件の滞納案件のうち，国民健康保険税が含まれるも

のは５７件でございます。また，茨城租税債権管理機構におきましては，県内外の広域的な財産の調査や高

額事案等に幅広く対応している専門機関であることから，滞納整理に関する知識や経験の蓄積においてすぐ

れていると考えておりますので，引き続き連携をしながら滞納事案の早期解消を図り，市税の収納率向上に

努めてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私は，国保税についてはね，債権管理機構に送るべきではないと。もともと国保税は債権管理

機構に送らないという決まりがありましたが，それを事実上ないがしろにして国保税を委託するというやり

方はやめていただきたいと思います。 

 次に，不納欠損のあり方について質問したいと思います。 

 事業が失敗し，破産・倒産した場合は，地方税法の第１５条の７第５項を適用して取り立てをやめるべき

だと考えますが，昨年度，この条項を適用した件数は１,３１１件にとどまっているということであります。

１,３１１件にとどまっているということで，９％にとどまっているということであります。そういう点で

は，なぜこのように少ないことになっているのかお答えいただきたい。 

○内藤委員長 佐々木収税課長。 

○佐々木収税課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 地方税法第１５条の７第５項に基づく滞納処分の執行停止に係る即時消滅につきましては，その適用でき

る要件としまして，滞納している法人が廃業し，事実上事業の再開が見込まれないときや高齢で毎月の収入

が法令で定める差し押さえ禁止額以下で，将来回復する見込みがないことが明らかであるとき，また外国人

就労者等が滞納したまま帰国してしまい，将来戻って来る見込みがないときなど，地方団体の徴収金を徴収

することができないことが明らかであるときに適用するものでございます。 

 滞納者の調査を進める中で，こうした事実が明らかになったものにつきましては，しっかりと適用してま

いりたいと考えております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 今，答弁がありましたけれども，あまりにも少なすぎると思いますので，破産・倒産した場合

にはね，ぜひこれは適用していただきたいと思います。 
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 次に，非正規職員を減らして正職員をふやすという問題について質問したいと思います。 

 水戸市は，これまで正職員を減らして臨時職員，嘱託員に置きかえてまいりました。その割合もふやして

きました。賃金も臨時職員はですね，時給８５０円ということで，最低賃金に近い賃金となり，１日８時間

フルに働いても月１３万円程度だということで，ぎりぎりの生活しかできないということでありますので，

ぜひこれは改善すべきだと思います。 

 そして，臨時職員と嘱託員はそれぞれ何人いて，職員全体に占める割合は何パーセントなのかということ

と，昨年度はどのような待遇改善が行われたのかお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 天野参事兼人事課長。 

○天野総務部参事兼人事課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，平成３０年度の非正規職員，臨時職員と嘱託員の賃金及び報酬の改善状況についてでございますが，

まず，主な改善状況については，臨時職員につきましては，一般事務補助の賃金の時給単価を前年度と比べ

まして１０円増額しまして８５０円にしたところでございます。また，保育士，幼稚園教諭につきましては，

時給単価を２０円増額し１,０７０円，保健師につきましても２０円増額し１,２２０円にするなどの改善を

行ったところでございます。 

 また，嘱託員の報酬につきましては，平成３０年度から任用通算期間に応じて報酬月額を決定していく制

度を導入したところでございます。概要を申し上げますと，任用期間が１年を経過するごとに前年度の報酬

月額に５００円を加算していく制度としたところでございます。 

 次に，非正規職員の人数と職員に占める割合についてでございますが，嘱託員及び臨時職員の人数につき

ましては，決算特別委員会資料の２９ページの上段の人事課提出資料にて御説明申し上げます。 

 平成３０年度の嘱託員及び臨時職員の合計は１０月１日現在で１,２２４人で，全職員３,３１０人のうち

３７％を占めている状況となっております。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 今，答弁がありましたが，３７％と，３分の１以上が，約４割近くが非正規職員になっている

ということでありますので，私は，これは余りにも多すぎると思いますので，非正規職員をですね，正職員

に昇格する，あるいは採用がえするということもぜひ行っていただいて，なるべく臨時職員，嘱託員は非正

規職員として働けるように改善をしていただきたいと思います。 

 特に，２９ページを見ますと，じんかい収集作業員の方は，時給９８０円で２９人いらっしゃいます。ぜ

ひ，こういう大変な職場については，非正規ではなくて正社員として採用すると，民間委託もやめるという

ことをお願いしたいと思います。 

 それから，女性職員の管理職の登用問題ですけれども，女性の管理職は，部長が１人，課長級が６人とい

うのがこの２８ページに出ておりました。全体では１６％しかいないということであります。目標はですね，

この下に書いてありましたが２２％にするということですけれども，女性の管理職登用のためどのような努

力をしたのか，また本当に目標が達成できる状況なのかお答えいただきたい。 

○内藤委員長 天野参事兼人事課長。 
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○天野総務部参事兼人事課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 人事課といたしまして，女性職員がその能力を最大限に発揮できるように，適正な人事配置や能力の開発，

キャリア形成支援等を図っていくとともに，将来的に管理職を担う人材を計画的に確保できますように，女

性職員を係長級等に積極的に登用いたしまして，人材の裾野の拡大に努めてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 ぜひですね，女性の管理職登用を進めていただきたいと思います。 

 次に，新市民会館の整備についてですけれども，これは時間の都合上，割愛いたします。８款土木費の中

で質問していきたいと思います。 

 次に，７番目に高齢者福祉はり，きゅう，マッサージ施術費助成制度について質問したいと思います。 

 ７０歳以上と身体障害者に年間５枚の補助券を発行しております。利用者は何人なのか，そしてまた

７０歳以上の対象者に対して利用割合は何人なのかお答えいただきたいと思います。７０歳以上と身体障害

者に年間５枚以上の補助券を発行しているということですが，その利用者と利用割合が何パーセントなのか

お答えいただきたい。 

○内藤委員長 野口高齢福祉課長。 

○野口高齢福祉課長 ただいまの中庭委員の質問にお答えいたします。 

 この制度は，高齢者及び身体障害者の健康保持と心身の安定を図るためということで，７０歳以上の高齢

者と身体障害者手帳１，２級をお持ちの方を対象に，保険適用外のはり，きゅう，マッサージの施術費のう

ち１,０００円分を助成する利用券を年間５枚交付する制度となってございます。 

 お手元の決算特別委員会資料５４ページをごらんいただきたいと思います。平成３０年度の利用状況とい

たしましては，１,４２１人に７,１０５枚の助成券を交付いたしました。交付した７,１０５枚のうち実際

に利用された枚数は４,１１９枚でございまして，利用率は約６割となってございます。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 実は，先日ですね，女性団体からこのはり，きゅう，マッサージの助成制度をぜひもっと充実

させてほしいという要望が出されました。９月の１３日なんですけれども，出されました。私もその方から

お話を聞きましたけれども，ひたちなか市では１５枚も発行していると。そして，利用しているんですけれ

ども，体が非常に軽くなって，本当に助かっているということでありました。 

 したがってですね，利用者が１,４２１人にとどまっているというのは，やっぱり一つはね，制度のＰＲ

が足りない。知らない人がたくさんいらっしゃるということだと思いますので，ぜひ多くの方々に利用でき

るように，ＰＲだとかあるいは枚数も年間５枚ですから，少な過ぎると思いますので，これをふやすという

ことで，ぜひ検討をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 次にですね，保育所の増設と保育士の待遇改善についてということであります。 

 保育所の待機児童解消のために，昨年度，水戸市はどのような対策をとったのか。増設した認可保育所の

数と定員数，そして待機児童がどうなったのかお答えいただきたい。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 
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○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 昨年度整備いたしました保育所数でございますが，民間保育所定員９０名の保育所が３園，そして定員

１９名の小規模保育施設が１０園で，そのほか既存の保育所の定員も定員変更による定員拡大も入れまして

４９４人の定員増となっております。その結果，待機児童につきましては，平成３０年４月１日現在３０人

ということになっております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 保育所の増設のためにですね，水戸市は小規模保育施設の増設を行っております。子どもたち

が遊ぶ園庭もないと，入所できるのはゼロ歳から２歳までの児童であって，３歳になるとですね，保育所に

移らなければならないということになりますが，３歳児になったときに，ほかの保育所に入所できたのかど

うかね，お答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの中庭委員の再度の質問にお答えいたします。 

 小規模保育施設につきましては，３歳から転園ができますように連携を設けることを認可の条件としてお

ります。また，３歳以上の受け入れを確保するために，連携園を複数設けてもらうことや同一法人が運営す

る保育所の３歳児の受け入れの枠を拡大していただくなどの対策をとっております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，小規模保育施設を増設して待機児童を解消するというやり方は，やめてですね，

やっぱり５歳まできちんと保育でき，そして子どもたちが遊べる園庭がある認可保育所の増設で待機児童解

消を図るべきだと思いますが，市の考え方をお聞かせください。 

○内藤委員長 鈴木参事兼幼児教育課長。 

○鈴木教育委員会事務局教育部参事兼幼児教育課長 ただいまの中庭委員の再度の御質問にお答えいたしま

す。 

 小規模保育事業につきましては，現在２１カ所，民間保育所につきましては４３カ所ということで，実際

この定員につきましては，利用申し込み人員よりも若干多くなっております。今後は，利用調整，マッチン

グなどを行いながら，それと保育士の確保などを行いながら，きっちり保育所に入れるように利用調整のほ

うをしていきたいと思っております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 次にですね，生活保護について質問したいと思います。 

 まず，１つは，生活保護申請の窓口対応の問題なんですけれども，生活保護を受給したいという相談件数

が，昨年は１,４３４件ありました。実際にその中で生活保護を受けられるようになったのは５６０件にと

どまっている。生活保護を受けたいと相談に来る３分の１しか生活保護を受けられないという状況になって

いるわけでございます。生活ができなくなって生活保護を受けたいと相談に行くのに，なぜ３分の１しか受

けられないのかお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 
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 保護の相談に当たりましては，相談者の申請権を侵害しないことはもとより，申請権を侵害していると疑

われるような行為も厳に慎むこととされていることから，保護のしおりを相談者に配布し，その内容に沿っ

て適正な実施に努めているところでございます。 

 御質問の相談件数と保護開始件数の差についてでございますが，相談の段階で明らかに要保護状態でない

ケースや引き続き状況を把握する必要があるケースがあるほか，申請後の調査で資産等の保有が判明し申請

却下となるケースがあったことなどから，相談件数よりも保護の開始決定件数が少ない状況になっておりま

す。 

 なお，保護申請書の交付につきましては，相談者からの話をよく聞き，その上で，申請の意思が確認され

たものに対しては，速やかに交付するように申請手続について必要な支援を行っているところでございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，やっぱり生活に困って生活相談を受けたいと言っているわけですから，その申請

する意思がある方にはですね，申請書を渡して生活保護を受けてもらうというやり方をきちんと取っていた

だきたいと思います。 

 次にですね，水戸市は，生活福祉課の中で職員２名を配置して，生活保護受給者の親，兄弟など親族に対

して金銭的援助を求めることも含めて扶養義務調査を行っております。生活保護法でも扶養義務調査は保護

受給の要件とはなっておりません。この扶養義務調査は，親，兄弟などとのあつれきを生み出して生活保護

を受けにくくするということになっております。県内でも専門の職員を配置して扶養義務調査をしているの

は水戸市だけであります。ですから，昨年度ですね，扶養義務調査は何件行って，その職員の人数は何人で，

そして払った賃金は幾らなのかお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 提出資料６３ページをごらんいただきたいと思います。中ほどに扶養義務調査員について記載しておりま

して，扶養義務調査件数は，平成３０年度２０７件，扶養義務調査員の人数は２名，調査員の人件費は

５１２万４,８０５円となっております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，やっぱり扶養義務調査というのは，結局は生活保護を受けたら市のほうから金銭

的に援助ができないかどうか親，兄弟のところに行くという仕組みになっておりまして，これがね，なかな

か生活保護を受けにくくしている原因になっております。また，同時に，親，兄弟とのあつれきを生んでし

まうということにもなっており，生活保護法では，扶養義務調査というのは必要要件になっていないんです

よね。したがって，ぜひですね，この扶養義務調査はやめるべきではないかと主張したいと思います。 

 次にですね，車の保有条件についてお答えをいただきたいと思います。 

 障害者の通院のための車，仕事に必要な車は，生活保護受給者でも認めておりますが，水戸市では，昨年

度，保有を認めたのは何人なのか，お答えください。 

○内藤委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 
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 提出資料の６３ページをごらんいだきたいと思います。上段に記載してありますように，車の保有につき

ましては，平成３１年４月１日現在で３０件となっております。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，やっぱり３０件というのは非常に少ないんじゃないかと思うんです。特に水戸市

の場合，バス路線も減少して車がないと生活できないという方がたくさんいらっしゃいます。当然，生活保

護を受けても通院や通勤，仕事に車を使うという場合は，車の保有を認めるべきだと思いますが，水戸市の

車の保有を認める基準は，いったいどういうものなのかお答えいただきたい。 

○内藤委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 自動車は，資産となり得るものであることから，原則として所有，使用を認めておらず，売却の上，最低

限度の生活の維持に活用していただくこととなっております。 

 しかしながら，通勤用や障害者が通院等に利用する場合において，処分価値が小さいなど一定の要件を満

たしていれば容認できることとなっており，それに準じた取り扱いをしているところでございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，この車の保有について，直接霞ケ関まで行って，厚生労働省まで行って交渉をし

たことがありました。この中では，車の保有，特にこれについては，地元の市町村の判断でできるんだとい

うことも言っておりました。今，バス路線も減少してなかなか移動が大変という中で，ぜひこの車の保有も

認めていただきたいと思います。 

 次にですね，エアコン設置補助の対象拡大について質問したいと思います。 

 熱中症対策のため，どうしてもエアコンが今生活必需品となっております。厚生労働省も昨年４月以降，

生活保護を受給した場合，エアコンの設置費補助５万円を実施するということになりました。昨年度の補助

件数は何件だったのかということ，そしてまた，社会福祉協議会の生活福祉資金の融資件数，これは何件

だったのかお答えをいただきたいと思います。 

○内藤委員長 櫻井生活福祉課長。 

○櫻井生活福祉課長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 提出資料６３ページ下段をごらんください。生活保護世帯に対するエアコンの設置費の支給についてでご

ざいますが，平成３０年度は支給対象となる世帯のうち７世帯に対してエアコンの購入費用等を支給し，設

置されたところでございます。また，支給対象とならない世帯につきましては，社会福祉協議会の生活福祉

資金貸付制度の説明を行い，２世帯が利用したところでございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はね，この件数は非常に少ないと思います。生活保護を受けている世帯は３,５００世帯に

ものぼっております。そして，その世帯の中でですね，エアコンがなくて本当にこの夏大変だったという方

もいらっしゃいますので，エアコン設置の補助制度を周知徹底していただいて，ぜひ多くの方に申請書を出

していただくということにしていただきたいと思います。 

 そして，同時にですね，エアコンの設置費の補助というのはね，昨年の４月以降生活保護を受けた人のみ
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なんですよね。そして，生活保護を昨年４月以前に申請していた方は該当にならないんですよね。 

 ですから，そういう点では，そういう方々に対してもきちんとした設置費補助が出されるようにしていた

だきたいというふうに思います。 

 次にですね，開放学級について質問したいと思います。 

 開放学級については，待機児童がふえ続けているということであります。待機児童が何人いるのかお答え

いただきたいということであります。昨年度の開放学級の定員と登録児童数は何人なのか，特別教室などを

利用している開放学級のうち，昨年度専用教室として改善されたところは何教室あったのかお答えをいただ

きたいと思います。 

 私の地元の見川小学校の開放学級も定員は４０名なんですけれども，登録児童数は１１０名を超しており

ました。私は，この問題について，６月定例会でもただしましたが，それでも見川小学校の場合専用教室が

なくてですね，プレハブの図工室を利用しているということであります。そういう点では，水戸市内で専用

教室がない開放学級というのは，何クラスあるのか，これはどのように昨年改善されたのかお答えいただき

たいと思います。 

○内藤委員長 菊池参事兼放課後児童課長。 

○菊池教育委員会事務局教育部参事兼放課後児童課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 開放学級の定員でございますけれども，提出資料の６０ページをごらんいただきたいと思います。定員と

いう欄が右から３列目にありまして，そこの一番下ですが，昨年度２,３７５人ふえてございます。 

 それから，登録児童ということでございまして，こちらにつきましては，その右隣３,２２４人が登録児

童数でございます。 

 それから，待機児童についても御質問がございまして，待機児童につきましては，昨年度末におきまして

１１１人でございました。 

 それから，開放学級の実施場所でございますけれども，専用棟を使っているところが表の中ほど，６２学

級のうちの３０学級，それから，特別教室等を学校と共用で使っている，余裕教室を使っているというとこ

ろが３２学級ということでございました。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私が聞いたのは，昨年の１年間でいわゆる共用教室のところで専用教室になったところは何カ

所なのかというのを聞いております。それから，もう一つは，定員が２,３７６人ですよね。ところが登録

は３,２２４人ということになっております。ですから，この差は９００人近くもなっているということで，

やはり私は開放学級が少ないんじゃないかというふうに思います。 

 先ほどお話したように，見川小学校は定員が４０名なのに１１０名以上も登録して，実際私が見に行きま

すとね，本当に４０名のところに７０名も８０名もいて，そしてすし詰め状況で支援の方も大変苦労なさっ

ていると，子どもたちも狭いところにいて，なかなか思い切って遊べないということがありますので，その

点で質問は，専用教室が昨年度どれぐらいふえたのかということと，この登録児童数と定員との関係につい

てお答えいただきたい。 

○内藤委員長 菊池参事兼放課後児童課長。 
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○菊池教育委員会事務局教育部参事兼放課後児童課長 中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 専用教室につきましては，昨年度とその前の年と比べまして，３教室ふえてございます。 

 それから，定員と登録児童数の関係でございますけれども，登録児童数の中には，毎日使われる方だけで

はありません。あるいは夏休みだけ使うといった方も登録児童数として掲出しておりますので，可能な限り

多くの方に使っていただけるように，日々の利用状況等も勘案しまして，定員を超えて登録をしているとい

う状況でございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 では，次に，住宅行政について質問をいたします。 

 市営住宅は，低所得者に安価な家賃で住宅を提供するという目的で設置されております。昨年度，家賃免

除を受けている世帯は６９８件でありました。前年度と比べると１０％も減っている。なぜ減少したのかと

いうことであります。水戸市の減免制度は厳しくてですね，生活保護基準以下でなければ家賃減免は適用さ

れない。県営住宅は非課税であれば家賃は減免されるということでありますので，なぜ水戸市は生活保護基

準以下としたのかお答えいただきたい。そして，水戸市の市営住宅の入居者の非課税世帯は何世帯あるのか

お答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 木村技監兼住宅政策課長。 

○木村都市計画部技監兼住宅政策課長 ただいまの質問にお答えします。 

 市営住宅の減免制度に関してですが，収入状況により算定され，非課税世帯においても収入のある入居者

に関しては減免の対象とならないということになっております。平成２９年度から３０年度でなぜ減ったか

という御質問なんですけれども，収入申告の中で入居者のほうから出されているものですから，収入がある

のではないかと想定できます。非課税世帯が何世帯あるかということですが，約１,２００世帯が非課税世

帯であると思われます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はですね，非課税世帯が１,２００件もあるのに減免を受けているのは６９８世帯しかない

というのは，やっぱりこれは減免制度に問題があると，水戸市の減免制度にね。ぜひ改善を求めたいと思い

ます。 

 次にですね，住宅明け渡しと支払いを求める裁判について質問したいと思います。 

 昨年度，水戸市は，住宅明け渡しを求める裁判を１１件起こしました。入居者と連帯保証人の１８人を裁

判に訴えました。２０１７年度にも１２名を裁判に訴えました。合計３０名訴えたんです。訴えられた方に

は，８０歳を超えた方，分納を導入している方，ホームレスになってしまった方もおりました。 

 結局ですね，連帯保証人を訴えた結果，市営住宅の入居者に必要な保証人を見つけることができないとい

うことになって，昨年度，市営住宅の申込件数は７１件に激減いたしました。これは，前の年と比べても半

分ということになったわけでありまして，やっぱり私はね，保証人を裁判で訴えた結果，見つけることが困

難になって，結局は入居者も減ってしまったということになったと思いますが，この関係についてどう考え

るのかお答えいただきたいというのが１つです。 

 それから，もう一つは，住宅リフォームの助成制度についてお聞きしたいと思います。 
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 昨年度の助成制度の利用状況と，それから補助対象は昭和５６年以降の建物としているけれども，それ以

前の建物をなぜ補助対象としないのか，お答えをいただきたいと思います。 

○内藤委員長 木村技監兼住宅政策課長。 

○木村都市計画部技監兼住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 まず，初めの訴えの請求裁判のほうでございますが，こちらのほうで訴え裁判で明け渡しで退去した方で

ホームレスになったという情報は，私のほうには入っておりません。また，平成３０年度の入居者が少なく

なっているといったお話と裁判で連帯保証人を訴えていると，こちらの関係があるんじゃないかというお話

でございますが，同一年度のお話であり，決して保証人が裁判に訴えられるということで入居者数が減って

いるとは考えてはおりません。 

 最後に，住宅リフォームについてお答えします。 

 昭和５６年以降の耐震基準の新基準を満たしていないものに関しては，リフォームの補助ができないとい

うことに関してですが，こちらは，耐震化を推進することにより，地震の際の被害を軽減し，市民の生命・

財産を確保することを目的といたしておりますので，御理解願いたいと思います。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 次にですね，泉町１丁目北地区市街地再開発事業について質問したいと思います。 

 水戸市は，今年３月に権利変換計画を行いました。新市民会館建設用地の地権者の土地，建物の補償総額

は９１条補償で３２億８,０００万円であるということを，高橋市長が答弁しました。伊勢甚に対する土地，

建物の補償額は２９億４,２１４万円であると，３月の権利変換の縦覧で明らかになりました。 

 その伊勢甚に対する補償費２９億４,２１４万円が３２億８,０００万円の中に含まれているのかというの

と，それから支払いが済んでいるのかということについてお答えをいただきたいと思います。 

○内藤委員長 加藤技監兼泉町周辺地区開発事務所長。 

○加藤都市計画部技監兼泉町周辺地区開発事務所長 お答えいたします。 

 御質問の３２億８,０００万円，９１条補償でございますが，今回，決算する金額の９１条補償に御質問

の内容は含まれてございます。 

○中庭委員 そうしますとですね，土地，建物の補償費３２億８,０００万円のうち伊勢甚に対する補償費

が２９億４,２１４万円ということになりますと，９１条補償の土地，建物の補償費の８９.６％が伊勢甚に

対する補償ということに私はなると思います。 

 そうなると，結局，この市民会館の建設はですね，いったい誰のための建設なのかと，伊勢甚のための再

開発，市民会館の建設なのかということになると思うんです。 

 それで，もう一つお答えいただきたいんですけれども，伊勢甚については，権利変換計画で７,０００万

円の権利になりました。これは，３２億８,０００万円の中に含まれているんですか。 

○内藤委員長 中庭委員，残り時間がなくて，あと１０分なんですけれども，簡潔に願います。 

〔「いいんだよ，時間来たら終わりだから」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 加藤技監兼泉町周辺地区開発事務所長。 

○加藤都市計画部技監兼泉町周辺地区開発事務所長 御質問にお答えいたします。 
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 御質問の権利変換試算につきましては，決算とはかかわりがございません。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 いや，権利変換計画は，７,０００万円の補償が行われたんですよ。これは去年ですよ。それ

で，権利変換計画の中に７,０００万円というのが出ておりました。縦覧の中で。結局，これは３２億

８,０００万円のほかだということですね。そうすると，さらに伊勢甚には莫大な補償が行われたというこ

とであります。 

 そして，もう一つお聞きしたいんですけれども，京成デパートの解体工事費のために予算が支出されまし

た。解体設計補償委託などの予算が組まれました。本来なら伊勢甚が自分で解体すべきなのに，なぜ水戸市

が支払ったのかということが一つ。それからもう一つは，先ほどに戻りますけれども，伊勢甚は，旧京成デ

パートを１８億円程度で買収したんだけれども，建物が老朽化して価格は普通ゼロですよね。だけれども，

建物だけで２６億円も補償したということで，通常の不動産の売買では考えられない。２６億円を補償する

根拠，いったいこれは何なのかということについてお聞きしたいと思います。 

○内藤委員長 加藤技監兼泉町周辺地区開発事務所長。 

○加藤都市計画部技監兼泉町周辺地区開発事務所長 お答えいたします。 

 まず，解体についての御質問でございますが，再開発事業につきましては，施行者みずからが，権利者が

帰属あるいは明け渡しを受けた建物の全てを解体することとなります。したがいまして，権利者に対しまし

ては，解体に要する費用は補償をしておりません。 

 また，次の，建物の補償額の算定の考え方でございますが，建物につきましては，実地調査を踏まえまし

て，建物の構造や用途，延べ床面積などから補償基準にのっとりまして推定再建築費をまず求めます。求め

た上で経過年数により決まってきます現在価値の率，これを乗じまして，建物の補償額を決定してございま

す。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私はね，１０年以上も放置されていて，雨漏りもしているという建物，普通ならば不動産売買

では価格はゼロなのに，２６億円も補償するということは，私は普通の不動産売買では考えられないと思い

ます。これは，やっぱり伊勢甚のための再開発ではないかとの思いを一層強くいたしました。 

 では，次に，就学援助について質問いたします。 

 就学援助の昨年度の件数は１,５５７件と９８件も減ってしまいました。なぜ減ってしまったのかという

のが一つ。それから，もう一つは，学校給食を滞納すると児童手当から徴収するということになります。貧

困をますます悪化させておりますが，水戸市の貧困化率から見ればですね，１,０００人以上も少ないん

じゃないかというのが２つ目。それから，もう一つは，児童手当から学校給食費を差し引かれていますけれ

ども，その児童が１,８００人おります。この１,８７６人の子どもたちの保護者にきちんとこの制度を周知

したらどうかと思いますが，いかがでしょうか。 

○内藤委員長 鎮目学校管理課長。 

○鎮目学校管理課長 ただいまの中庭委員の質問にお答えさせていただきます。 

 就学援助制度の支給人数の減少につきましては，児童扶養手当の所得限度額及び支給額の引き上げなど各
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制度の充実により世帯収入が増加したことや，児童，生徒数の減少などさまざまな要因が考えられますが，

全ての子どもたちが等しく学びの機会を得ることができるよう制度の充実を図ることが大変重要なことであ

ると認識しておりますので，今後の国や県の動向，社会情勢を踏まえながら学校とより一層の連携を図り，

就学援助制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 

○内藤委員長 中庭委員，残り５分ですから。 

○中庭委員 わかりました。 

 私はですね，ぜひ児童手当から徴収されている１,８７６人の子どもたちに対して，就学援助がきちんと

適用されるように求めていきたいと思います。 

 では，次に，国保税について質問したいと思います。 

 水戸市の国保会計は，７億８,０００万円も昨年度黒字がありました。黒字が繰り越されたというにもか

かわらず，なぜ値下げをしなかったのかという点ですね。 

 それから，２つ目は，特定健診の受診率が２６.９％と県内でも最下位クラスということになっています

けれども，早期発見，早期治療のためにもこの受診率の向上が欠かせないと思うんですけれども，昨年度，

受診率向上のためどのような努力をしたのかお答えいただきたいと思います。 

○内藤委員長 川津参事兼国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 中庭委員の御質問のうち，国保税の値下げについての御質問にお答

えいたします。 

 平成３０年度の国保税率につきましては，県に納付いたします国民健康保険事業納付金等をもとに，必要

となる国保税額を算出した結果，税率を据え置いたままでは財源が不足する見込みとなりました。このため，

本来であれば税率を改正し，財源を確保すべきところでございましたが，水戸市国民健康保険運営協議会の

答申を踏まえ検討した結果，前年度の国庫支出金等の一部を返還しても何とか前年度からの繰越金を財源不

足額に充当する見込みが立ったため，税率を据え置くこととしたものでございます。 

 平成３０年度の国保会計の決算状況では，収納率の向上や医療費適正化施策の推進によりまして，収支の

改善が図られたことから，一般会計からの赤字解消のための繰り入れは行っておりませんけれども，前年度

からの繰越金などを控除した後の実質的な収支は，いまだに赤字の状況であることから，平成３０年度の国

保税率を引き下げる状況にはなかったものというふうに考えてございます。 

○内藤委員長 中庭委員。 

○中庭委員 時間がないのでね，介護保険会計で，それから後期高齢者医療会計で３点質問したいと思いま

す。 

 １点はですね，介護保険については，介護保険料の滞納によってペナルティがされております。利用料の

全額負担などが実施されているわけですけれども，これは該当件数は何件なのかお答えいただきたい。それ

から，後期高齢者医療会計については，昨年度の１人当たりの保険料は幾らなのかと。 

 それから，２番目には，昨年度の軽減特例の減免対象者，これが減免されておりましたが，特例軽減がな

くなったことによる影響額というのは幾らなのかと。それから，短期保険証を交付しておりますが，これは

何人なのかお答えいただきたいと思います。 



－54－ 

 以上です。 

○内藤委員長 荻沼介護保険課長。 

○荻沼介護保険課長 委員御質問の給付の制限の件数でございます。平成３０年度につきましては，保険料

をおおむね１年以上の滞納ということで３３人の方が支払い方法の変更となってございます。３３名でござ

います。 

 それから，給付額減額，納付を時効で欠損した場合につきましては，それで３割負担もしくは４割負担に

なる方については３３件でございます。 

 以上です。 

○内藤委員長 川津参事兼国保年金課長。 

○川津保健福祉部参事兼国保年金課長 中庭委員の御質問のうち，後期高齢者医療についての御質問にお答

えいたします。 

 まず，１点目の後期高齢者医療保険料の１人当たりの保険料でございますけれども，こちらにつきまして

は，決算特別委員会の資料１３８ページの２にお示ししてございますので，ごらん願いたいと思います。平

成３０年度の後期高齢者医療の１人当たりの保険料は７万１６５円となってございます。 

 続きまして，短期被保険証の発行件数につきましても，同じページに資料をお示ししておりますけれども，

平成３０年度につきましては，７６名となってございます。 

 また，３点目のですね，特例軽減に係る対象者数及びその額につきましても，資料のほうの１３８ページ

に記載してございますので，ごらんいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○内藤委員長 通告による質疑時間が申し合わせの時間を経過しましたので，以上をもちまして，質疑を終

わらせていただきます。 

 それでは，中庭委員の通告に関連する質疑があれば発言を願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○内藤委員長 以上で，中庭委員の通告に関する質疑を終わらせていただきます。 

 それでは，本日の委員会はこの程度をもって散会したいと思います。 

 なお，次回の委員会は，明日１８日水曜日午前１０時から開会したいと思いますので，よろしくお願いい

たします。 

 それでは，以上をもちまして，本日の委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ２時 ２分 散会 


